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全所属での発注の実施を目指し取り組むと

ともに、別途、調達可能な物品、役務の一例 

を示すなどにより、全所属あて通知し、目標 

達成に向け取組んできたところです。 

 引き続き、障がいのある方の就労促進及び

授産製品の販売促進に向け、取り組んでまい

ります。 
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・

3 

項
目 

コロナ禍において就労状況が悪化する中、

今年３月から障がい者の法定雇用率が引き

上げられたことを受け、大阪市が率先してこ

れを大きく上回る雇用をおこなうとともに、

障がい者にとっての働きやすい職場環境へ

の改善や就労意欲の涵養に取り組むよう要

望する。  

合わせて、就労支援継続事業所については

コロナ後を見据えて、「障害者優先調達法」

に基づく同施設等の受注拡大ならびに発注

価格の増額等に、単に前年度を上回るだけで

なく、それ以上の目標を掲げて大阪市の「調

達方針」として策定するよう要望いたしま

す。また、同法を活用して大阪市本庁や区役

所等で視覚障がい者による三療業の実施お

よび大阪市の電話業務に変わる視覚障がい

者の職域確保として、大阪市総合コールセン

ターや水道局お客さまセンター等、大阪市が

コールセンター業務を民間業者に委託する

際に、視覚障がい者等を雇用することという

文言を仕様書に記載していただけるよう要

望する。 

成年後見制度については、事務手続きの煩

雑さや利用料についての様々な意見もある

ことから、それが改善と広報周知に大阪市と

して関係機関・団体と連携して努めるよう要

望する。 

回
答 

【担当】 

政策企画室 市民情報部 広聴担当  

電話：０６‐６２０８‐７３３１ 

 大阪市総合コールセンター（なにわコー

ル）及び区役所代表電話、市役所（本庁舎）

代表電話では、区役所・市役所の各担当につ

なぐ転送業務のほか、市の制度や手続き、イ

ベント情報、施設などの行政情報等に関する

案内業務を実施しています。  

 大阪市総合コールセンターの仕様書にお

ける業務において、オペレーターは市民か 

らお問合せいただく多様な情報を聞き取り、

端末を利用してＦＡＱ（よくある質問と回 

答）や、本市ホームページ、本市の指定した

刊行物、本市の指定したホームページなどに

基づいて、調査し回答する業務を行っており

ます。  

 このような業務内容で入札により業者決

定をしておりますので、ご理解いただきま 

すようよろしくお願いします。  

（下線部について回答） 
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項
目 

コロナ禍において就労状況が悪化する中、

今年３月から障がい者の法定雇用 率が引き

上げられたことを受け、大阪市が率先してこ

れを大きく上回る雇用をおこなうとともに、

障がい者にとっての働きやすい職場環境へ

の改善や就労意欲の涵養に取り組むよう要

望する。  

合わせて、就労支援継続事業所については

コロナ後を見据えて、「障害者優先調達法」

に基づく同施設等の受注拡大ならびに発注

価格の増額等に、単に前年度を上回るだけで

なく、それ以上の目標を掲げて大阪市の「調

達方針」として策定するよう要望いたしま

す。また、同法を活用して大阪市本庁や区役

所等 で視覚障がい者による三療業の実施お

よび大阪市の電話業務に変わる視覚障がい

者の職域確保として、大阪市総合コールセン

ターや水道局お客さまセンター等、大阪市が

コールセンター業務を民間業者に委託する

際に、視覚障がい者等を雇用することという

文言を仕様書に記載していただけるよう要

望する。 

成年後見制度については、事務手続きの煩

雑さや利用料についての様々な意見もある

ことから、それが改善と広報周知に大阪市と

して関係機関・団体と連携して努めるよう要

望する。 

回
答 

【担当】 

福祉局 生活福祉部 地域福祉課 

電話：０６‐６２０８‐８０８６ 

 成年後見制度利用など権利擁護の相談窓

口としては、各区役所、各地域包括支援セン

ター、総合相談窓口（ブランチ）、各区障が

い者基幹相談支援センター及び地域活動支

援センター（生活支援型）があり、「大阪市 


